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項  目 内  容 備考 

第1章 総則 

(適用範囲) 

第1-1条 

 

 

 

 

 

 

(目的) 

第1-2条 

 

 

 

 

(場所) 

第1-3条 

 

 

第2章 業務条件 

(業務条件) 

第2-1条 

 

 

 

 

 

 

(関連業務及び工事) 

第2-2条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業自家用電気工作物点

検整備業務（以下「本業務」という。）の実施に当たっては、農林水産省農村

振興局整備部設計課制定「電気通信設備点検業務共通仕様書」（以下「共通仕

様書」という。）に基づいて実施する。 

また、同仕様書に対する特記及び追加事項については、本仕様書によるも

のとする。 

 

 

 本業務は、直轄管理事業（加古川水系地区）で管理する自家用電気工作物(電

気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。以下「電気工作

物」という。)の維持及び運用に関する保安確保を目的として行うものである。 

 

 

 

 業務における電気工作物の設置場所は、別紙1「自家用電気工作物一覧表」

(以下「別紙1」という。)のとおりで、添付図面にその位置を示す。 

 

 

 

1) 電気工作物における受電施設等の詳細は別紙1のとおりである。 

2) 管理技術者は、第3-1条に示す作業内容について、業務実施前に点検業務

実施計画書を作成し、業務実施方法及びこれに係る提出書類の様式等につい

て、事前に監督職員の承諾を受けるものとする。 

 なお、これを変更する場合においても同様とする。 

3) 電気事業法第43条に示す主任技術者は、発注者側で選任済みである。 

 

 

受注者は次に示す関連業務の受注者と相互に協力し、作業しなければなら

ない。なお、これ以外の関連業務及び工事が発生した場合は、監督職員より

指示するものとする。 

1) ダム等基幹農業水利施設総合管理業務                 

「令和5年4月1日～令和8年3月31日予定」 

2) 自家用電気工作物年次点検整備業務（仮称） 

 「令和5年7月～令和6年3月予定」 

3) 呑吐ダム他水管理設備点検整備業務 

「令和5年5月13日～令和6年3月7日予定」 

4) 呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務(仮称) 

「令和5年9月～令和6年3月予定」 

5) 川代ダム水管理システム機器更新工事 

 「令和5年5月～令和8月予定」 

6) その他設備更新等関連工事・業務 
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項  目 内  容 備考 

第3章 作業内容 

(作業内容) 

第3-1条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(留意点) 

第3-2条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務の作業内容は以下のとおりとする。 

1) 別紙1の施設のうち以下の施設において、別紙2「巡視･点検及び測定基準」

(以下「別紙2」という。)に基づき、月1回の日常巡視点検(以下「月次点検」

という。)を行うものとする。 

 施  設  名  

1 加古川水系広域農業水利施設総合管理所 

2 呑吐ダム揚水機場 

3 北神戸第１段揚水機場 

4 大沢第１段揚水機場 

5 川代ダム管理所 

6 鴨川・大川瀬ダム管理所 

7 鴨川・大川瀬ダム管理所 鴨川ダム管理分室 

8 糀屋ダム管理所 

9 杉原川揚水機場 

2) 近畿農政局が開催する「令和５年度技術力向上対策講習会（自家用電気工

作物保安規程教育）」の講師の対応を行うものとする。なお、カリキュラム

（案）は別紙のとおりとし、講習会にかかる費用として、技術者1.0人/1 回

（移動含む）・技術員2.0人/1 回（移動・資料作成含む）を計上している。 

3) 予備発電設備・直流電源装置及びインバータ盤については、本業務の対象

外とする。 

 

 

本業務の実施において、留意すべき内容は次のとおりとする。 

1) 月次点検において発見された不良個所は、直ちに監督職員に報告するもの

とし、不良箇所の整備を追加する場合がある。 

2) 詳細な点検等の実施方法については、事前に監督職員と打合せを行うもの

とする。 

3) 電気工作物の保安上当然必要と思料される事項については、監督職員と協

議し追加するものとする。 

4)点検時に電源切り替えを行う際は、事前に監督職員（監督職員不在の場合

は各管理所所長）に通知するとともに、作業中の安全は万全を期すること。 

5) 本業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合は、その責に帰すべき

者がその責任において処置するものとする。 

6) 関連業務･工事の実施中や故障時の補修等により、別紙 2 に示す点検が一

部実施できないことがあるが、この場合は監督職員の指示によるものとす

る。 
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項  目 内  容 備考 

(緊急時対応) 

 第3-3条 

 

 

 

 

(業務写真における黒板

情報の電子化) 

  第3-4条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時対応は、別紙１に示す施設に突発的な故障又は異常が発生した場合、

直ちに出動できるような機動性を発揮し、監督職員の指示により設備の状況

確認、応急措置（予備品による部品交換等）及び部品調達による整備を行う

ものとする。 

 

 

 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記

載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を

図るものである。 

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行

うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の１ から４ により

これを実施するものとする。 

１) 使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」と

いう。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参

照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト） 」

(URLhttps://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信性憑確認

機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 

2) 機器等の導入 

① 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

② 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を

得なければならない。 

3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

① 受注者は、１ の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板

情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 

② 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（ 案） 」に

よるものとする。なお、上記(1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電

子化写真データの作成要領（案） 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当

しないものとする。 

③ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を

撮影する必要はない。 

4) 写真の納品 

受注者は、３に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者

へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に 

URL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム（信憑

性チェックツール） 又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真

管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その

結果を監督職員へ提出するものとする。 

5) 費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含

まれる。 
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項  目 内  容 備考 

第4章 貸与資料 

 

 

 

 

第5章 支給電力 

 

第6章 提出図書 

(提出図書) 

第6-1条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(点検・整備記録) 

第6-2条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(提出先) 

第6-3条 

 

 

 

 

 

 

本業務においては、次の資料を貸与できるものとする。 

1) 各施設受変電設備等完成図書 

2) 近畿農政局自家用電気工作物保安規程 

3) その他必要となる資料 

 

本業務の保守・点検に要する電力は発注者において支給する。 

 

 

 

本仕様書に示す提出図書は、A4 版の装丁により次に示す部数を作成し、監

督職員に提出するものとする。なお、共通仕様書に基づく電子データの提出

は不要とする。 

   点検業務実施計画書 2部(承諾後の返却分を含む) 

   報告書（点検・整備記録等） 2部 

 報告書は点検・整備記録（月次点検）、不良箇所･点検箇所･その他写真等を 

とりまとめ、正副各 1 部ずつ監督職員に提出し、副については別紙 1 に示す

施設毎に分冊するものとする。            

なお、完成図書の内容、編集等については監督職員と打合せのうえ作成す

るものとする。また、提出書類に変更が生じた場合はその都度変更書類を監

督職員に提出するものとする。 

 

 

 

本業務の提出すべき点検・整備記録は、次に示すとおりとする。 

1) 巡視点検記録(指定様式-1及び任意様式)    

  月次点検はその都度、監督職員に提出するものとする。 

2) 点検・整備記録取りまとめ(指定様式-2及び任意様式)     

  各月において、全施設の保守点検・整備終了後すみやかに監督職員に提出

するものとする。 

3) 点検箇所の写真 

  点検箇所の写真は４月点検時に撮影し、５月点検時に監督職員に提出する

ものとする。 

4) 不良箇所の写真、報告書（任意様式） 

  不良箇所が確認された際には、直ちに監督職員に不良箇所の報告書及び写

真を提出するものとする。 

 

 

提出図書の提出先は、次のとおりとする。 

近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所 

   川代ダム管理所 

  兵庫県丹波篠山市大山下353-1 
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項  目 内  容 備考 

第7章 契約変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8章 関係調査に対す 

る協力 

 

 

第9章 業務管理 

(情報共有システムの

業務について) 

 第9-1条 

 

 

 

 

 

 

第10章 その他 

（法定外の労災保険の

付保） 

第10-1条 

 

（新型コロナウイルス

感染症に伴う対応につ

いて） 

第10-2条 

 

第11章 定めなき事項 

 

契約書第12条及び第13条、ならびに第14条に規定する協議事項は、次の

とおりである。 

1) 第3-1条に示す「作業内容」に変更が生じた場合 

2) 第3-2条1)に示す消耗・不良箇所が発見され、整備を追加する必要が生じ

た場合 

3) 第3-3条に示す「緊急時対応」を行った場合 

4) 関係機関との対外的な事由及び、やむを得ない理由により業務の遂行が困

難と認められる場合。 

5) その他 

 

本業務の実施において、歩掛調査や諸経費動向調査等を実施する場合には、

その実施に協力しなければならない。なお、本調査の実施に当たっての調査

費用は別途、契約変更の対象とする。 

 

 

 

 

1) 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより事務の

効率化を図る情報共有システムの対象業務である。 

2) 情報共有システムは「工事及び業務の情報共有システム活用要領」（農林

水産省Web サイト参照）によるものとする。 

3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行う

ために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。 

 

 

 

 

本業務において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策を適切に実施すること。 

 

本仕様書に定めのない事項、または本業務の実施にあたり疑義が生じた場

合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 







別紙2

№ 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 測 定 項 目

1 受けと刃の接触､過熱､変
色､ゆるみ

1 停止して受けと刃の接触､
過熱､ゆるみ､荒れ具合

1 絶縁抵抗測定

2 損傷､亀裂

3 振れ止め装置の機能

4 その他必要事項

1 外観点検､汚損､亀裂 1 停止して外部の損傷､腐
食､過熱､変形､ゆるみ

1 操作機構及び付属装置の
各部点検

1 絶縁抵抗測定

2 操作具合､機構 2 遮断速度測定（開極投入
時間最小動作電圧及び電
流の測定を含む）

2 接地抵抗測定

3 付属装置の状態

4 接地線接続部

5 その他必要事項

1 1 母線の高さ､たるみ､他物
の離隔､距離､腐食､損傷､
過熱

1 絶縁抵抗測定

2 接続部分､クランプ類の腐
食､損傷､過熱､ゆるみ

3 がいし類､支持物の腐食､
損傷､変形､ゆるみ

4 その他必要事項

1 本体の外部点検､損傷､汚
損､変形､ゆるみ､腐食､振
動､音響､温度

1 停止して各部の損傷､腐
食､発錆､ゆるみ､変形､亀
裂､汚損

1 1 絶縁抵抗測定

2 付属装置各部の状態（機
能及び状態）

3 接地線接続部

4 その他必要事項

1 外部の損傷､腐食､発錆､変
形､汚損､温度､音響､
ヒューズの異常

1 停止して各部の損傷､腐
食､接触､発錆､ゆるみ､変
形､亀裂､汚損､ヒューズの
異常

1 絶縁抵抗測定

2 接地線接続部

3 その他必要事項

1 外部の損傷､亀裂､ゆるみ､
汚損

1 外部の損傷､亀裂､ゆるみ､
汚損､コンパウンドの異常

1 絶縁抵抗測定

2 接地線接続部

3 その他必要事項

1 計器の異常､表示札､表示
灯の異常

1 停止して各部の損傷､加
熱､ゆるみ､断線､接触脱落

1 絶縁抵抗測定

2 接地抵抗測定

3 保護継電器の動作特性

1 本体外部点検､油洩れ､汚
損､音響､振動

1 外部の損傷､腐食 1 絶縁抵抗測定

2 接地線接続部 2 接地抵抗測定

2

巡視・点検及び測定基準

断路器

遮断器、
開閉器類

日 常 巡 視 点 検 定 期 巡 視 点 検 測 定精 密 点 検 ※

受

変

電

設

備

避雷器

配電盤

電力用
コンデンサ

必要により､特定部位のも
のについて行う（点検箇
所及び狙いは定期巡視点
検より抜粋）

端子､配線符号2操作､切換開閉器等の異常

計器用
変成器

接地抵抗測定2付属装置の点検､動作状
態､取付状態

2

接地抵抗測定2

　　　　　項　目
 対　象

母線

受電用
変圧器

指示､点灯

汚損､異物付着2

2

接地抵抗測定2

付属装置及び機器の内部
点検



別紙2

№ 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 点検箇所及び狙い № 測 定 項 目

巡視・点検及び測定基準

日 常 巡 視 点 検 定 期 巡 視 点 検 測 定精 密 点 検 ※
　　　　　項　目
 対　象

1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 絶縁抵抗測定

2 接地抵抗測定

配電用
変圧器

1 必要により､特定範囲のも
のについて行う（点検箇
所及び狙いは受変電設備
用と同じ）

1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ 1 受変電設備用と同じ

1 必要に応じ特定範囲のも
のについて行う（点検箇
所及び狙いは定期巡視点
検より抜粋）

1 母線､がいし､クランプ支
持物などは受変電設備用
に準じて行う（停止せ
ず）

1 必要により特定対象を定
めて行う（この場合停止
して点検する）

1 絶縁抵抗測定

2 その他必要事項 2 接地抵抗測定

1 電線の高さ及び他の工作
物､樹木との離隔距離

1 電柱､腕木､がいし､支線､
支柱､保護網などの損傷､
腐食

1 絶縁抵抗測定

2 標識保護さくの状況 2 電線取付状態､弛み度

3 その他必要事項

1 ヘッド､接続箱､分岐箱等
の接続部の過熱､損傷､腐
食及びコンパウンド油洩
れ

1 ケーブル腐食､亀裂､損傷 1 地盤沈下の影響 1 絶縁抵抗測定

2 布設部の無断掘削 2 その他必要事項 2 接地抵抗測定

3 標識､他物との離隔距離

1 1 1 絶縁抵抗測定

2 接地抵抗測定

3 配線用遮断器及び漏電遮
断器の特性試験

配

電

設

備

ケーブル

負

荷

設

備

配線及び
配線器具

配
　
　
電
　
　
設
　
　
備

※
屋
外
電
線
路
を
含
む

その他
付属設備

断路器
遮断器
開閉器類

電線及び
支持物

開閉器､器具との接続器具
の損傷､腐食､分電盤ス
イッチ､ヒューズの適性及
びゆるみ､過熱

開閉器の点検､湿気､塵埃
等に注意
器具の損傷､腐食､分電盤
スイッチ､ヒューズの適性
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